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図書館を重層的に支えるサポーター・ネットワークについて考えるために Ver．3 2012，5，12 友の会 

 ゆるやかなネットワークと、ボランティア活動と図書館友の会の位置づけ等 
図１ 

Ｅ：浜田市住民 
 図書館未利用者 
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Ａ：図書館協議会 

Ｆ：市民活動支援センター機能 
従来のテーマ型コミュ二ティだけでなくエリア型コミュ二

ティにおける自治会活動も含めての広義の市民活動の支援機

能をもつ拠点とネットワークの構築：浜田市は未設置。 
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Ｇ：県又は全国レベルで、 

 図書館を支えるネットワーク 
 県立図書館、読書普及センター 

 国会図書館 

 全国図書館友の会連絡協議会など 



Ｄ：図書館を核としたまちづくり 
ゆるやかな図書館サポーターによるネットーワーク 
団体・個人にかかわらず、民産学官問わず、図書館のサポーターとして、（本を借りるだけのユーザーからもう

一歩踏み込んだスタンス）として自らが主体的に図書館づくりに参画していくゆるやかなネットワーク。 

このネットワークが共有している課題・コンセプトは？ 

例：図書館の利用促進・図書館の可能性を広げる  図書館を核としたまちづくり 

 図書館と市民が共に育つこと・・・など 図書館を核とした市民参加のしくみづくり 

Ｇ：県又は全国レベルで、図書館を支える 

  ネットワーク：県立図書館、読書普及センター 

   国会図書館、全国図書館友の会連絡協議会など 

Ｂ：ボランティア活動 

図書館とボランティアの位置づけは？ 

下請けではなく、パートナー。具体的な活動が求められるが理念や課題の共有が必要。 

 

幅広い市民活動（自発的な活動）が図書館で展開されることが、図書館に足を運ぶ市

民を増やし、図書館の利用促進につながる。 

そのマネージメントは図書館スタッフの範疇を超える可能でもあるかもしれない。 

逆にそれくらいの間口の広さがほしいが、そのしくみは検討がいる。 

 

一方で、図書館の最もベーシックな運営を支えるボランティアは市民の自発性のみに依

存すると、リスクがあるものもある。人材育成や研修など、図書館のもつ課題と、市民を

どのようにつなげていくかなど、検討の場が必要。 

図書館のより具体的な課題にむけて、運営面を支え、実際に活動するグループ、団体か

らなるネットワークの構築は重要。ネットワークのコ―ディネイターは図書館が妥当。 

Ａ：図書館協議会  
浜田市の場合： 

参考：平成23年図書館法一部改正で、図書館協議会のあり方も自治体に委ねられきている。 

  平成24年度より実施予定。 

第14条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

     図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書 

     館奉仕につき、館長に対して意見を述べる 機関とする。 

第15条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する 

第16条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必 

    要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならな 

    い。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌す 

    るものとする。 

Ｅ：浜田市住民 
 図書館未利用者 

Ｃ：社会教育委員の会 
浜田市の場合： 

参考：社会教育委員の職務は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言することを任務とし、主に以下の

3つを主な職務としている。 

1. 社会教育に関する諸計画を立案すること。 

2. 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 

3. 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

Ｆ：市民活動支援センター機能      浜田市は未設置 
従来のテーマ型コミュ二ティだけでなくエリア型コミュ二ティにおける自治会活動も含

めての広義の市民活動の支援機能をもつ拠点とネットワークの構築。 
 

参考：特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター（市民活動支援センターのパイオニア）の

故加藤哲夫氏は、市民活動情報（チラシ、パンプレット等）の収集や発信に触れ、図書館こそ市民活動

支援センターとしての機能を持つべきではなかったかと述べています。多様な主体が図書館に

よって支えられると共に、図書館もまた多様な主体によって利用されることで、図書館の可能性が

広がり、進化していくのではないでしょうか。    参考「社会教育とＮＰＯ」東洋館出版社２００７ 

浜田市民全員を図書館サポーターに！！  図書館のサポーターとは 考えるきっかけとして。。。 

 サッカー等の地域クラブのサポーターのイメージからいけば、ゲーム当日に足を運ぶ人から、ゲーム全体を盛り上げたり、運営面への直接的なサポートを志願する人 

 （ボランティア）まで重層的なものである。しかし、そこには、私たちのチームというクラブへの愛着が流れている。図書館もまた理念やコンセプトを共有しながら、 

 重層的なサポーターによって支えていきたい。 

 そのためのプロセスとして、この一年で図書館を核としたまちづくり事業が、大きなムーブメントを起こす装置として、プレイベント・ＰＲイベントがあるのではないか。 

 そのプロセスを進行するためのワークショップに経験豊冨な（進行の中立性、進行を整理し、可視化するスキル、図書館と市民活動の中間支援）人材を外部から招きたい。    

 案：：岡崎まち育てセンター・りた三矢勝司氏（「岡崎市図書館交流プラザ・Libra の「りぶらサポータークラブ」の立ち上げ支援等多数の中間支援機能を担っている。）  

                    著作：『協働都市文化をもたらす図書館づくり～Libraと中心市街地の６年』 他。 

 その他 講師として「りぶらサポーターくらぶ」代表 吉田美代子氏 市民活動と生涯学習の拠点として図書館を横断的にとらえてサポータくらぶを創設。 

     「静岡図書館友の会」草谷桂子氏  著作「図書館森時代」 


